
受給資格期間短縮に係る対応について 
（10年未満加入者に対する対応等） 

 年金受給資格期間の短縮（25年⇒10年）が平成29年8月1日から施行される。 
 
 日本年金機構では、年金加入期間が10年以上ある方に対して、平成29年2月末より年金請求書を順次

送付する予定。 
 
 日本年金機構が保有する年金加入期間が10年未満の方についても、以下の場合（複数の組合せによる

ものを含む。）に年金受給資格期間を満たすことが考えられることから、年金加入期間が10年以上あ
る方に対する対応がおおむね終了した時期以後に「お知らせ」通知の送付を開始する。（平成29年中
をめど） 
 年金加入記録に漏れがある 
 60歳から65歳まで任意加入する（昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳まで） 
 後納制度を使い未納期間を解消する（5年後納は平成30年9月までの時限措置） 
 合算対象期間がある 
• 昭和36年4月からの国民年金任意加入の未納の期間 
• 昭和36年4月～昭和61年3月の間の脱退手当金の支給記録があり、昭和61年4月以後65歳までの間に納付済期間または免除期間が
ある 

• 昭和36年4月～昭和61年3月の間の被用者年金の障害年金の受給権者、その配偶者、被用者年金の遺族年金の受給権者である期間 
• 昭和36年4月からの在外邦人である期間、昭和36年4月～平成3年3月の間の学生である期間、昭和36年4月～昭和61年3月の間の
被用者の配偶者である期間 など 

 旧令共済組合期間がある 
 

 任意加入制度や後納制度については、本年2月以降、医療機関、金融機関等に配付予定のリーフレッ
トなどを活用し周知を行うとともに、「お知らせ」通知にも明記する。 
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29年2月末から7月まで5回に分けて、
年金請求書を本人あて送付 

加入記録やカラ期間の確認を促す
「お知らせ」通知を本人あて送付 
実施時期：調整中 

年金加入期間が 
10年以上の方 

 
 
 
 

年金加入期間が 
10年未満の方 

 
 
 
 

受給資格期間短縮による年金請求書の送付スケジュール等 
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 年金請求書を送付する方は、今回はじめて年金の受給権が生じると思われる64万人に、すでに 
障害・遺族を要件とした年金を受給していて今回老齢基礎年金等の受給可能性のある方を加えた
73.5万人を予定。 
 

 10年未満のお知らせを送付する方は、現在年金を受給していない43万人に、すでに障害・遺族
を要件とした年金を受給している方を加えた49.3万人を予定。 

64万人 
障害・遺族年金の受給者を含め 

73.5万人 

43万人※ 

障害・遺族年金の受給者を含め 
49.3万人 

 年金は一人一年金が原則のため、
障害・遺族年金と今回発生する老
齢年金とは原則どちらか一方を選
択。 

 ただし、65歳以上の方は複数の年
金を併せて受給できる場合がある。
（障害基礎年金と老齢厚生年金、
遺族厚生年金と老齢基礎年金な
ど） 

※任意加入すれば、今回の改正により、受給権が生じる可能性のある方１７万人と、それ以外のいわゆる無年金の方２６万人の合計 



10年未満加入者に対する通知の検討 

課題 

【Ａ案】 
＜個別通知＞ 
個人の年金加入期間に加え、未統
合期間、合算対象期間などがある
場合その旨記載 

 国民年金の任意加入未納期間などの合算対象期間、未統合記録を表示するため
のシステム開発を行うため、一定のコストが必要。 

 記録が短いためや後納や追納ができないなど受給の可能性が乏しい方へ送付す
ることの是非。 

【Ｂ案】 
＜定型通知A＞ 
未統合期間、合算対象期間などが
ある場合その旨記載 

 

 国民年金の任意加入未納期間などの合算対象期間、未統合記録を表示するため
のシステム開発を行うため、一定のコストが必要。 

 加入期間が不明のため、次のステップへの誘導につながりにくい。 

【Ｃ案】 
＜定型通知B＞ 
宛先以外は、同じ文章 

 

 加入期間が不明のため、次のステップへの誘導につながりにくい。 
 未統合記録の解消等への効果が小さい。 

 「お知らせ」通知の方式を、個々の対象者の記録を記載した個別通知とするか、定型文による定型通知とするのかに
ついては、関係審議会の意見を伺ったうえで、対応することとしている。 

 また、未統合記録の問題、合算対象期間などを丁寧にお伝えすることが国会等において要請されている。 

【通知方式の比較】 
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 A案～C案のイメージを次ページ以降に記載。なお、通知のデザインや文章については、受け手が分かりやすいもの

とするよう、今後、検討。 



【Ａ案】イメージ 

大切なお知らせ 

差出人 

日本年金機構 
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号 

ご案内は内側にあります。 
矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。 

【水にぬれている場合は、よく乾かしてからおはがしください。） 

年金を受けられる可能性があります 
年金記録をご確認ください 

平成29年8月1日より年金の資格期間が25年
から10年になりました。 
 
このお知らせは、基礎年金番号に登録されて
いる年金加入期間では年金を受けるために必
要な期間（10年:120カ月）が確認できない
方にお送りしております。 
ご自身の年金記録について、記録の漏れや合
算対象期間（カラ期間）がないかどうかをご
確認いただき、これらを通算した期間が10年
を超える場合には、年金を受けられる可能性
があります。 
お近くの年金事務所へご相談ください。 

記録に漏れはありませんか 
お客様の過去の職歴や国民年金への加入など
が日本年金機構が管理している年金の加入期
間にきちんと反映しているか、この機会にご
確認ください。 
年金の記録が漏れているような場合は、記録
の補正をすることができます。 

厚生年金保険加入期間 ZZZカ月 

船員保険加入期間 ZZZカ月 

国民年金加入期間(納付済) ZZZカ月 

 〃   (全額免除該当) ZZZカ月 

 〃  (4分の3免除該当) ZZZカ月 

 〃   (半額免除該当) ZZZカ月 

 〃  (4分の1免除該当) ZZZカ月 

 〃 (学生納付特例該当) ZZZカ月 

 〃   (納付猶予該当) ZZZカ月 

共済組合等加入期間 ZZZカ月 

年金加入期間合計 ZZZカ月 

年金加入期間 
基礎年金番号   ＺＺＺＺ－ＺＺＺＺＺＺ 
平成ＺＺ年ＺＺ月 までの年金加入期間です。 
＊国民年金加入期間については情報が反映されるまで日数がかかるため、
月数に不足が生じる場合があります。ご容赦ください。 

ご注意ください。 
お客様には上記年金加入期間に含まれない 
漏れている可能性のある記録があります。 
合算対象期間と見込まれる記録があります。 

現行年金請求書のTAに併せ、加入期間が300月未満の者に送
付している「年金に関するおしらせ」の加入期間集計機能を使
うことで、システム改修コストを抑制 
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年金事務所へのご相談は、ご本人確認がで
きる書類とこのはがきをお持ちください 

 
【編集印刷部分】 

① 未統合記録がある場合に表示 
② 合算対象期間のうち機構保有情報で判定できるものがある

場合に表示（任意加入未納期間など） 
システム開発が必要（今後のお知らせに活用） 
*なお、①及び②の期間を示すと合計120月を超えることも想定されること
から、注意喚起のみとしている。 

対象者宛先 
【編集印刷部分】 

（表） 



【Ａ案】イメージ 

年金制度に加入していなくても 
資格期間に加えることができるカラ期間 

年金制度に加入していなくても資格期間に加
えることができる合算対象期間（カラ期間）
があります。この期間を加えることで年金が
受けられる場合があります。ただし、この期
間は年金の額には反映されません。 
主なものは次のとおりです。 
 昭和61年3月までの間でサラリーマンの配偶者

だった期間 
 海外に居住した期間 
 平成3年3月までの間で学生であった期間 
 昭和61年3月までに脱退手当金の支給を受け、

昭和61年4月以後65歳までの間に保険料の納
付または免除がある場合の脱退手当金の対象期
間 

 昭和61年3月までの被用者年金の障害・遺族年
金の受給権者の期間 

詳しくは、年金事務所などへお問い合わせく
ださい。 

年金を受け取るために必要な期間
（受給資格期間） 

次の期間に該当するものすべての合計が10年
（120カ月）以上あると年金を受け取ること
ができます。 
 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期

間 
 サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金

保険や共済組合等の加入期間） 
 年金制度に加入していなくても資格期間に加え

ることができる期間（カラ期間と呼ばれる合算
対象期間） 

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！ 

0570-05-1165 

今から保険料を納付することで 
年金が受けられたり、 

年金額を増やすことができます 

 任意加入 
最長70歳まで国民年金に任意加入することが
できます。任意加入により資格期間が増え、
年金を受けられる場合があります。また、65
歳までは年金額を増やすこともできます。 
 保険料の後納 
国民年金に加入していても保険料を納めてい
ない期間（未納期間）は資格期間に算入され
ません。過去5年以内に未納期間がある方は
平成30年9月までであれば保険料を後納する
ことができます。 
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（裏） 

 各国との社会保障協定 
社会保障協定を結んでいる国で働いていた期
間がある方は、それぞれの年金加入期間を相
互に通算できる場合があります。詳しくは日
本年金機構ホームページ「社会保障協定」の
コーナーをご覧ください。 



年金制度に加入していなくても 
資格期間に加えることができるカラ期間 

年金制度に加入していなくても資格期間に加
えることができる合算対象期間（カラ期間）
があります。この期間を加えることで年金が
受けられる場合があります。ただし、この期
間は年金の額には反映されません。 
主なものは次のとおりです。 
 昭和61年3月までの間でサラリーマンの配偶者

だった期間 
 海外に居住した期間 
 平成3年3月までの間で学生であった期間 
 昭和61年3月までに脱退手当金の支給を受け、

昭和61年4月以後65歳までの間に保険料の納
付または免除がある場合の脱退手当金の対象期
間 

 昭和61年3月までの被用者年金の障害・遺族年
金の受給権者の期間 

詳しくは、年金事務所などへお問い合わせく
ださい。 

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！ 

0570-05-1165 

【Ｂ案】イメージ 

大切なお知らせ 

対象者宛先 
【編集印刷部分】 

差出人 

日本年金機構 
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号 

ご案内は内側にあります。 
矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。 

【水にぬれている場合は、よく乾かしてからおはがしください。） 

ご注意ください 
 
お客様には年金の加入期間に含まれていない 
漏れている可能性のある記録があります。 
合算対象期間と見込まれる記録があります。 

【編集印刷部分】 

記録に漏れはありませんか 
お客様の過去の職歴や国民年金への加入など
が日本年金機構が管理している年金の加入期
間にきちんと反映されているか、この機会に
ご確認ください。 
年金の記録が漏れているような場合は、記録
の補正をすることができます。 
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（外側） 

（内側） 

今から保険料を納付することで 
年金が受けられたり、 

年金額を増やすことができます 

 任意加入 
最長70歳まで国民年金に任意加入することが
できます。任意加入により資格期間が増え、
年金を受けられる場合があります。また、65
歳までは年金額を増やすこともできます。 
 保険料の後納 
国民年金に加入していても保険料を納めてい
ない期間（未納期間）は資格期間に算入され
ません。過去5年以内に未納期間がある方は
平成30年9月までであれば保険料を後納する
ことができます。 

年金を受けられる可能性があります 
年金記録をご確認ください 

年金事務所へのご相談は、ご本人確認がで
きる書類とこのはがきをお持ちください 

① 未統合記録がある場合に表示 
② 合算対象期間のうち機構保有情報で判定できるも

のがある場合に表示（任意加入未納期間など） 
システム開発が必要 

平成29年8月1日より年金の資格期間が25年
から10年になりました。 
 
このお知らせは、基礎年金番号に登録されて
いる年金加入期間では年金を受けるために必
要な期間（10年:120カ月）が確認できない
方にお送りしております。 
ご自身の年金記録について、記録の漏れや合
算対象期間（カラ期間）がないかどうかをご
確認いただき、これらを通算した期間が10年
を超える場合には、年金を受けられる可能性
があります。 
お近くの年金事務所へご相談ください。 



お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！ 

 任意加入 
最長70歳まで国民年金に任意加入することができます。任意加入により資格期間が増え、年
金を受けられる場合があります。また、65歳までは年金額を増やすこともできます。 
 保険料の後納 
国民年金に加入していても保険料を納めていない期間（未納期間）は資格期間に算入されま
せん。過去5年以内に未納期間がある方は平成30年9月までであれば保険料を後納すること
ができます。 

年金制度に加入していなくても資格期間に加
えることができる合算対象期間(カラ期間）
があります。この期間を加えることで年金が
受けられる場合があります。ただし、この期
間は年金の額には反映されません。 
主なものは次のとおりです。 
 昭和61年3月までの間でサラリーマンの配偶者

だった期間 
 海外に居住した期間 
 平成3年3月までの間で学生であった期間 
 昭和61年3月までに脱退手当金の支給を受け、

昭和61年4月以後65歳までの間に保険料の納
付または免除がある場合の脱退手当金の対象期
間 

 昭和61年3月までの被用者年金の障害・遺族年
金の受給権者の期間 

詳しくは、年金事務所などへお問い合わせく
ださい。 

【Ｃ案】イメージ 

大切なお知らせ 

対象者宛先 
【編集印刷部分】 

差出人 

日本年金機構 
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号 

ご案内は内側にあります。 
矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。 

【水にぬれている場合は、よく乾かしてからおはがしください。） 

0570-05-1165 

（内側） 

（外側） 
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今から保険料を納付することで 
年金が受けられたり、 

年金額を増やすことができます 

年金制度に加入していなくても 
資格期間に加えることができるカラ期間 

年金を受けられる可能性があります 
年金記録をご確認ください 

年金事務所へのご相談は、ご本人確認ができる書類とこのはがきをお持ちください 

平成29年8月1日より年金の資格期間が25年
から10年になりました。 
このお知らせは、基礎年金番号に登録されて
いる年金加入期間では年金を受けるために必
要な期間（10年:120カ月）が確認できない
方にお送りしております。 
ご自身の年金記録について、記録の漏れや合
算対象期間（カラ期間）がないかどうかをご
確認いただき、これらを通算した期間が10年
を超える場合には、年金を受けられる可能性
があります。 
お近くの年金事務所へご相談ください。 



【参考】年金に関するおしらせ（はがき） 

 60歳時に年金加入期間が25年に満たない方へ送付している「年金に関するおしらせ（はがき）」 
  *25年以上の方には支給年齢到達月の3か月前に年金請求書を送付（特別支給の老齢厚生年金:女性60歳、男性62歳、老齢基礎年金:65歳） 
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